
年末受付 最終日 年始受付 開始日

・各種処理の期間は案件によって異なります。

・その他、具体的な内容につきましては、個別に建築指導課(TEL:096-328-2513)までご相談ください

建築基準法第１２条第５項に基づく報告

建設リサイクル法に基づく届出

中高層建築物の建築に関する指導要綱に基づく届出、
その他指導要綱に基づく届出

建築基準法第１５条に基づく届出（建築物除却届）

道路判定・位置指定

年末年始　　許可・認定等業務について

建築基準法第４３条に基づく許可・認定、
その他の許認可等

令和７年(２０２５年）
１２月２６日（金）

令和８年（２０２６年）
１月５日（月）


